
古紙配合率80%再生紙を使用しています

平成26年11月1日 か ま く ら 議 会 だ よ り

会　派　名

鎌
　
　
倉
　
　
夢

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
会

み
ん
な
の
鎌
倉

公
　

明
　

党

鎌
倉
市
議
会

議
　

員
　

団

鎌
倉
み
ら
い

草

莽

の

会

日
本
共
産
党

鎌
倉
市
議
会

議
　

員
　

団

神
　

奈
　

川

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

運
動
・
鎌
倉

自
由
民
主
党

鎌

　

倉

無

所

属

議　員　名
◎
髙
橋
　
浩
司

　
日
向
　
慎
吾

　
永
田
　
磨
梨
奈

　
小
野
田
　
康
成

◎
渡
辺
　
隆

　
河
村
　
琢
磨

　
中
村
　
聡
一
郎

　
久
坂
　
く
に
え

◎
大
石
　
和
久

　
西
岡
　
幸
子

　
納
所
　
輝
次

◎
山
田
　
直
人

　
池
田
　
実

　
前
川
　
綾
子

◎
岡
田
　
和
則

　
長
嶋
　
竜
弘

　
渡
邊
　
昌
一
郎

◎
吉
岡
　
和
江

　
赤
松
　
正
博

◎
三
宅
　
真
里

　
保
坂
　
令
子

◎
中
澤
　
克
之

　
上
畠
　
寛
弘

　
千
　
　一

　
竹
田
　
ゆ
か
り

　
松
中
　
健
治主 な 議 案 等 議決

結果
７
月

臨
時
会

補
正

予
算 第28号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算（第１号）（川崎競輪事業撤退に係る解決一時金の追加等） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

９
月
定
例
会

条
例

第40号 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第41号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第45号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について（上／修正案　下／修正部分を除く原案）
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － 〇
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第58号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ 退 － － － － － － ○ － －

補
正

予
算 第17号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算（第２号）（家庭系ごみ有料化実施に係る経費の追加等） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ 退 － － － － － － ○ － －
決
算 第33号 平成25年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － ○ － －
議
会

議
案 第6号 神奈川県に対し、子ども・子育て支援新制度における民間保育

所運営費補助金制度の継続を求める意見書の提出について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

陳
情
第16号 鎌倉市由比ガ浜４丁目大型施設に伴い地域住民の安全確保を求める陳情 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第20号 新ごみ焼却施設の建設用地について適正な判断を求める陳情 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※平成26年８月20日付で「みんなの鎌倉」の代表者は渡辺隆議員に変更

第 2 2 7号　　（4）

議 決 さ れ た 主 な 議 案 等 ※下記以外の議案等への賛否については、議会事務局へお問い合わせください。 ○：賛成　－：反対　退：退席

※�会派は、政策を中心とした同一の理念を共有
する2人以上の議員で構成されます。本市議
会では、会派に属する議員は代表質問を行っ
たり、議会運営委員会の委員となり、議会運
営に関する協議を行うことができます。

※◎は会派の代表者
※�中村聡一郎議員は議長のため、採決には参加
していません。

７
月
臨
時
会

7
月
31
日
開
催
　
　

　
緊
急
に
議
会
の
議
決
を
必
要
と

す
る
案
件
が
生
じ
た
た
め
７
月
31

日
に
臨
時
会
が
開
か
れ
、
６
月
定

例
会
に
お
い
て
継
続
審
査
と
な
っ

て
い
た
一
般
会
計
補
正
予
算
議
案

の
原
案
訂
正
が
な
さ
れ
、
こ
れ
を

承
認
す
る
と
と
も
に
、
市
長
か
ら

新
た
に
一
般
会
計
補
正
予
算
議
案

１
件
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
議
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

新
た
な
人
事
・
給
与
制
度
実
施

ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て
、
職
員

人
件
費
の
暫
定
削
減
を
行
う
こ
と

に
よ
る
減
額
を
す
る
と
と
も
に
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
対
応
に
係
る
経
費

及
び
川
崎
競
輪
事
業
撤
退
に
係
る

解
決
一
時
金
の
追
加
な
ど
を
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

9
月
定
例
会

　
今
定
例
会
で
は
、
議
員
か
ら
２

件
の
議
案
が
、
市
長
か
ら
31
件
の

議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
主
な

議
案
の
内
容
及
び
議
会
に
お
け
る

議
決
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

《
議
員
提
出
議
案
》

神
奈
川
県
に
対
し
、
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
新
制
度
に
お
け
る
民
間

保
育
所
運
営
費
補
助
金
制
度
の
継

続
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ

い
て

　

子
ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法
の

成
立
を
受
け
、
平
成
27
年
４
月
か

ら
の
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新

制
度
」
の
制
度
開
始
に
伴
い
、
県

が
実
施
し
て
き
た
民
間
保
育
所
運

営
費
補
助
金
制
度
の
廃
止
が
検
討

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
定
し

た
質
の
高
い
保
育
を
実
現
す
る
た

め
に
も
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
補
助

金
制
度
を
継
続
す
る
こ
と
を
要
望

す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

（
本
件
を
含
め
、
可
決
し
た
２
件

の
意
見
書
の
全
文
は
３
面
を
ご
覧

く
だ
さ
い
）

《
市
長
提
出
議
案
》

条
例
関
係
議
案

鎌
倉
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制

度
」
の
実
施
に
向
け
、
家
庭
的
保

育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制

度
」
の
実
施
に
向
け
、特
定
教
育・

保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
の
日
か

ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　

本
市
の
人
事
・
給
与
制
度
に
つ

い
て
、
年
功
的
な
要
素
が
強
い
現

行
制
度
か
ら
、
職
務
職
責
を
重
視

し
た
人
事
・
給
与
制
度
へ
と
転
換

す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
付

則
に
お
い
て
、
経
過
措
置
と
し

て
、
職
務
級
の
再
編
に
よ
る
切
り

替
え
に
よ
り
、
給
与
の
大
幅
な
減

額
が
生
じ
る
職
員
に
は
、
段
階
的

に
給
与
を
引
き
下
げ
る
激
変
緩
和

措
置
を
、
最
長
平
成
32
年
９
月
ま

で
実
施
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

本
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

　

本
議
案
に
つ
い
て
は
、
付
託
先

の
総
務
常
任
委
員
会
に
お
い
て
、

付
則
に
規
定
し
た
激
変
緩
和
の
経

過
措
置
を
削
除
等
す
る
内
容
の
修

正
案
が
総
員
の
賛
成
に
よ
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
修
正
案
を
可
決
す
る
と
と
も

に
、
総
員
の
賛
成
に
よ
り
、
修
正

部
分
を
除
く
原
案
を
可
決
し
ま
し

た
。

　
そ
の
後
、
本
議
決
を
受
け
、
市

長
か
ら
、
地
方
自
治
法
第
１
７
６

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
議

（
※
）
の
申
し
出
が
あ
り
、
再
度

可
否
に
つ
い
て
諮
っ
た
と
こ
ろ
、

20
名
の
議
員
の
賛
成
に
よ
り
、
さ

き
の
議
決
の
と
お
り
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
廃
棄
物
の
減
量
化
、
資
源

化
及
び
処
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

平
成
26
年
６
月
定
例
会
に
お
い

て
可
決
し
、
公
布
さ
れ
た
鎌
倉
市

廃
棄
物
の
減
量
化
、
資
源
化
及
び

処
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
家
庭
系

ご
み
の
有
料
化
等
の
実
施
に
係
る

補
正
予
算
が
成
立
し
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
条
例
の
施
行
日
を
27
年

１
月
15
日
か
ら
、
同
年
４
月
１
日

に
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

補
正
予
算

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

家
庭
系
ご
み
有
料
化
実
施
に
係

る
経
費
及
び
家
庭
系
製
品
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
資
源
化
に
係
る
経
費
な
ど

の
追
加
等
を
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
歳
入
歳
出
と
も
に
５
９
８
６

万
５
千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の

総
額
は
６
０
７
億
３
２
３
０
万
円

と
な
り
ま
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

編
集
後
記

編
集
後
記

　

今
９
月
定
例
会
で
は
、
懸
案
と

な
っ
て
い
た
ご
み
の
有
料
化
に
関

す
る
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、

十
分
な
審
議
の
も
と
、
よ
う
や
く

結
論
に
至
り
ま
し
た
。
ま
た
、
今

議
会
に
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す

る
大
幅
な
条
例
の
一
部
改
正
議
案

が
提
出
さ
れ
る
な
ど
、
鎌
倉
市
議

会
と
し
て
も
、
大
き
な
節
目
の
議

会
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
議
会

広
報
委
員
会
で
は
、
今
、
市
議
会

で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
さ
れ
て
い

る
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
正
確
か
つ

分
か
り
や
す
く
市
民
の
皆
様
に
お

伝
え
で
き
る
か
を
、
新
し
い
情
報

伝
達
手
段
も
含
め
て
、
毎
号
活
発

に
議
論
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
も
、
市
民
の
皆
様
に
と
っ
て

よ
り
身
近
な
議
会
と
な
る
よ
う
、

最
善
の
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
池
田　

実
）

議
会
広
報
委
員
会

　
委
員
長
　
上
畠
　
寛
弘

　
副
委
員
長
　
河
村
　
琢
磨

　
委
　
　
員
　
保
坂
　
令
子

　
委
　
　
員
　
西
岡
　
幸
子

　
委
　
　
員
　
池
田
　
　
実

　
委
　
　
員
　
渡
邊
昌
一
郎

　
委
　
　
員
　
小
野
田
康
成

　
委
　
　
員
　
吉
岡
　
和
江

用
語
の
解
説

※
印
の
用
語
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

再
議

　

議
会
が
行
っ
た
議
決
に
対
し
異

議
が
あ
る
と
し
て
、
市
長
が
議
会

に
審
議
の
や
り
直
し
を
求
め
る
も

の
で
、
こ
の
場
合
、
当
該
議
決
は

議
決
時
に
さ
か
の
ぼ
り
、
議
決
が

さ
れ
な
っ
た
も
の
と
同
様
の
状
態

と
な
る
。

　

条
例
の
制
定
・
改
廃
及
び
予
算

に
関
す
る
議
決
に
つ
い
て
は
、
改

め
て
特
別
多
数
（
議
長
含
む
出
席

議
員
の
３
分
の
２
以
上
）
の
同
意

を
得
る
こ
と
で
議
決
が
確
定
す
る
。

【
訂
正
と
お
わ
び
】

　

前
号
（
第
２
２
６
号
）
第
２
面

「
一
般
質
問
」
の
記
事
の
う
ち
「
ご

み
問
題
」
の
中
の
部
長
答
弁
中
、

ご
み
処
理
基
本
計
画
で
掲
げ
た
焼

却
目
標
量
「
３
万
７
２
１
０
㌧
」

と
あ
る
の
は
、「
３
万
７
２
１
㌧
」

の
誤
り
で
し
た
。
お
わ
び
し
て
訂

正
い
た
し
ま
す
。

議
会
基
本
条
例
素
案
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
結
果

　
議
会
基
本
条
例
素
案
を
公
表

し
、
市
民
意
見
の
募
集
を
行
い

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
４
件
の

ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
そ
の
概

要
は
次
の
と
お
り
で
す
。
な

お
、
ご
意
見
に
対
す
る
議
会
の

考
え
方
は
、
11
月
上
旬
に
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
発
表
し
ま
す
。

意
見
募
集
の
期
間

　

平
成
26
年
９
月
１
日
～
30
日

意
見
の
概
要

○�

条
例
の
実
効
性
な
ど
に
関
す

る
意
見

　

…
１
件

○�

議
会
運
営
に
関
す
る
意
見

　

…
１
件

○�

使
用
す
る
用
語
に
関
す
る
意
見

　

…
２
件


